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平成２０年度第１回宮城県民間非営利活動促進委員会 議事録

日時：平成２０年６月２７日（金）

午前１０時～午後０時２０分

場所：宮城県行政庁舎 第二会議室

○事務局

平成２０年度第１回宮城県民間非営利活動促進

委員会の開催の前に、平成２０年４月１日付けで、

異動もございましたので、職員を御紹介いたしま

す。環境生活部の小泉次長でございます。ＮＰＯ

活動促進室長の森でございます。活動促進班の二

階堂班長でございます。班員の櫻井主任主査、齋

藤主事でございます。最後にわたくし、ＮＰＯ活

動促進室室長補佐の佐藤でございます。よろしく

お願いします。

ただいまから，平成２０年度第１回宮城県民間

非営利活動促進委員会を開催します。

なお，本日は，石井山委員，滝口委員，佐藤委

員，成田委員，小林委員が御都合により欠席され

るという連絡が入っております。委員の半数以上

の出席をいただいておりますので，本委員会は成

立いたしますので御報告いたします。また、２月

に開催いたしました、前回の委員会には御出席を

いただけませんでした、西出委員と加藤副会長に

御出席いただいております。

本日は「傍聴者」がおりませんが、本委員会は

公開することとされております。議事録について

は、後日皆様に確認の上、宮城県のホームページ

上で公開することとしておりますので、御協力を

お願いします。それでは，開会にあたりまして，

環境生活部の小泉次長からごあいさつ申し上げま

す。

○小泉環境生活部次長

環境生活部次長の小泉でございます。宮城県民

間非営利活動促進委員会に御出席を賜り、厚くお

礼申し上げます。6月14日に栗駒山麓を震源とす

る大変大きな地震が発生しました。被災者対策に

つきましては、行方不明者の捜索に関わりました

ＮＰＯ法人日本レスキュー協会所属の災害救助犬

チームの皆さん、栗駒耕英地区のくりこま高原自

然学校の皆さまなど、ＮＰＯのネットワークをフ

ルに活用して支援活動に御尽力・御協力を賜って

おりますこと、この場をお借りしまして改めてお

礼申し上げます。

実は、私は３月までは危機管理監として震災対

策の最前線におりました。今回の地震については

人一倍強い思い入れがあります。宮城県で地震と

言えば宮城県沖地震と言われていますが、ここ数

年、全国の傾向を見ますと能登半島沖地震、新潟

中越沖地震、と大陸型の地震が多いので、東北で

も海溝型ではなくて内陸型の大陸プレートからの

圧力での地震が発生するのではと、前の職場では

話題にあがっていました。まさかと思われた、栗

駒山麓を震源とする地震が発生しました。昭和53

年の宮城県沖地震の2日後と非常に接近した期日

に、これほど大規模な山岳地震が起きることは、

予想もできなかったことでした。おそらく行政の

みならず多くの分野でも予想外の出来事で、被害

状況が明らかになるにつれて、被害規模が大きい

ことがわかりまして、現在も行方不明の方がおり、

多くの死傷者も出ております。昨日現在の被害の

状況ですが、死傷者378名、避難207名、住宅被害

332戸、公共施設等の被害額1,154億円となってい

ます。行方不明者が8名おりますが、警察・消防

・行政が一体となり全力を上げて対応していると

ころです。堰止め湖の問題を始めとして、大変大
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きな問題が山積していますが、これらについても

全力を上げて復旧に取り組んでいるところです。

委員各位におかれましては、それぞれの立場で今

後とも可能な限りの御支援、御協力を賜れれば幸

いに存じます。

さて、平成10年12月に特定非営利活動促進法が

施行されまして、10年が経ちました。これまで本

県で認証された特定非営利活動法人数５２１を数

え、ＮＰＯは社会的にも定着しつつあると言って

も過言ではない状況です。一方では、社会経済の

変動の中では、地域社会でどのような役割を担い、

どのような活動を行うのか、改めて検証する時期

に来ていると考えます。

本日は、平成１２年１０月に策定しました「宮

城県民間非営利活動促進基本計画」を平成１７年

９月に１度改訂し、平成２２年度までに改訂した

いと考えています。その見直しに際しての検討資

料とするため、今年度は、県内のＮＰＯを対象と

した「平成２０年度ＮＰＯ活動実態・意向調査」

を１２月に実施することとしております。調査票

の内容について御審議いただくこととしておりま

すので、忌憚のない御意見を頂戴したいと思いま

す。

今後宮城県のさらなる発展とＮＰＯ活動の促進

につきまして、尚一層のお力添えをいただきます

ようお願い申し上げまして開会のあいさつといた

します。

○事務局

それでは、山田会長にこれからの進行をお願い

いたします。

○山田会長

議事に入ります。協議事項ですが、平成２２年

度の基本計画の改訂に向けての実態調査票に係る

協議ですが、ＮＰＯを取り巻く環境も大きく変わ

ってきていますので、計画の見直しは非常に重要

ですし、そのためにＮＰＯの皆さんや市町村の動

向を把握しておくことは不可欠と思います。貴重

な調査となりますので、どうぞしっかり御審議い

ただければと思います。御意見・御質問について

は、大きな項目毎にいただくことで進めていきま

すので、よろしくお願いします。

○事務局

実態調査の目的につきましては、平成１２年１

０月に基本計画を策定しまして、平成１７年９月

に見直しています。基本計画の中で、５年ごとに

見直すことで規定されており、その時期が平成２

２年度となります。２１年度中には具体的な内容

を御検討いただきますが、その検討資料とするた

め今年度に調査を行うものです。調査は宮城県全

域を想定し、調査対象は宮城県に事務所を置くＮ

ＰＯということで、具体的には特定非営利活動法

人、任意の市民活動団体とボランティア団体を対

象としています。調査対象団体名簿は、ＮＰＯ法

人が４８３、みやぎＮＰＯ情報ネット登録団体が

５２５、市町村把握団体、地域づくり団体ネット

ワーク名簿、 みやぎＮＰＯプラザ利用者、みや

ぎＮＰＯ夢ファンド申請団体等を参考に作成しま

す。調査客対数は１２２０団体とし、名簿作成の

結果１２２０団体を超える場合は抽出し調査しま

す。調査方法は郵送配布、郵送回収とします。実

施方法につきましては、ＮＰＯへの委託を予定し

ています。資料１の２ページにあります調査の準

備は県で対応します。委託業務に係る募集案内に

ついては、県の広報、ＮＰＯ情報ネットやマスコ

ミを通じて広報することにしています。委託業務

の募集要項の配布については７月２２日、業務説

明会を８月１１日、業務計画書の締切を９月３日

頃ということで予定しています。その後９月１２

日頃に契約の相手方を決定し、見積あわせを９月

２６日頃と考えています。

委託の内容は、調査票の発送から集計、分析、

報告書の提出となります。調査時点は１２月１日、

調査票の提出期限は１２月１０日としておりま

す。調査票の郵送及び回収に合わせまして 調査

票の督促も委託予定です。調査票の集計・分析で

すが、調査内容の精査・集計・結果の分析・結果

の図式化・結果のとりまとめをお願いすることに
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しています。調査の結果ですが、報告書の作成と

みやぎＮＰＯ情報ネットのみやぎのＮＰＯ検索欄

に、希望する法人の情報の登録をお願いします。

以上がスケジュールでございます。

受託ＮＰＯの選考方法ですが、ＮＰＯ推進事業

発注ガイドラインに沿って発注することで考えて

おります。審査の結果選定されたＮＰＯから見積

書を提出いただき、価格競争により決定いたしま

す。

仙台市においても市民活動団体の調査を実施す

る予定ですので、仙台市の独自調査項目を除いて、

調査を受ける側の負担軽減から仙台市のＮＰＯに

係る調査結果を共有することとし、データを仙台

市にも提供して、仙台市で分析することとしてお

ります。仙台市は本日、御協議いただく調査票の

ほかに、仙台市独自の調査項目を考えており、別

葉で仙台市のＮＰＯに配布いたします。

３ページをお開き願います。ＮＰＯ活動促進に

係る市町村調査であります。前回の調査では市町

村調査は行っていませんでしたので、ＮＰＯの活

動促進に係る事項について調査することとしてお

ります。調査実施はＮＰＯ活動促進室で実施し、

集計します。調査時点は平成２１年１月頃を予定

しています。調査項目につきましては、本日御協

議していただくこととしております。市町村につ

いては、毎年ＮＰＯとの協働に関する調査を行っ

ていますので、これとは重複しない項目を調査す

る予定です。

４ページをお開き願います。宮城県民間非営利

活動促進基本計画の施策体系ですが、こちらは、

調査票とともにＮＰＯに郵送する予定としており

ます。

５ページですが、これからの促進委員会の開催

予定になります。本日ですが、６月に今年度１回

目の促進委員会を開催いたしまして、平成２１年

の１月から３月にかけて２回目を開催する予定と

しております。平成２１年度からは本格的な検討

に入ります。第１四半期に調査結果の報告、第２

四半期から内容の検討をお願いする予定です。２

１年度につきましては、第４四半期にパブリック

コメントを予定しておりますので、基本計画案に

対する県民の皆様の意見をいただくこととしてお

ります。それまでに、基本計画を固めることにな

ります。２１年度につきましては、７回の開催を

予定していますが、皆様にお集まりいただくのが

難しい場合につきましては、書類のやりとりで御

意見を伺わせていただくこともあると思われま

す。平成２２年度につきましては最終案を御検討

いただき、議会に提案させていただく流れになっ

ていますので、よろしくお願いします。

引き続き、調査票について御説明します。ＮＰ

Ｏ活動実態・意向調査票（案）について御説明い

たします。全体的に字を大きくしたり、行間を空

けるなどして、見やすくしています。仙台市に所

在地をおくＮＰＯに限り、調査結果データを仙台

市においても使用することについて、お知らせし

ています。

団体の概要ですが、前回との変更点は波線を引

いています。活動地域については、市区町村名ま

での記入とし、会員数のところの会費については、

前回は会費の有無を調査していましたが、今回は

正会員の金額も調査します。年間予算については、

新たに追加しています。活動分野については、主

たる分野を調査していましたが、今回は主たる分

野を１つと主たる分野以外を５つまで調査しま

す。分野については５の障害者をひらがな表記と

し、１５については「食・農業」を「食・農林水

産業」、１８には新たに「学術」を追加していま

す。２１「助成活動」を「助成事業」に変更し、

２５に「交通」を追加しています。２９「情報化

社会」、３０「経済活動の活性化」を回答項目と

して追加しています。概要につきましてはみやぎ

ＮＰＯ情報ネットへの登録を想定していますの

で、そちらに準じて項目を作成しています。２ペ

ージですが、具体的な活動内容については、記入

欄を広げました。前回はこの下に、平成１４年度

中の行政との委託の実績の回答欄がありました

が、毎年度県から市町村にＮＰＯとの協働の調査

を実施し、その中で委託事業内容等を調査してい

ることから、削除しています。みやぎＮＰＯ情報
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ネットへの登録希望については、前回は新規と更

新を登録していましたが、更新については、事業

内容の記入欄のスペースの都合で、現在登録され

ている事業内容より簡素な回答が想定されますこ

とから、更新希望は伺わないで、新規登録のみと

しました。仙台市に所在地をおくＮＰＯについて

は、仙台市市民活動サポートセンターホームペー

ジの団体情報検索システムへの登録を予定してい

るとのことなで、登録希望を聞いています。活動

の休止・停止状況ですが、新たに休止・停止して

いる理由を調査しするとともに、該当する団体は

ここで調査終了となります。

○山田会長

資料１と調査票の団体の概要について御説明が

ありましたが、資料１の実施要綱について何かあ

りませんか。仙台市と調査結果を共有するのは結

構なことですが、仙台市にデータを渡すレベルは

どの段階となりますか。

○事務局

データは電子化されたものということで、調査

票を入力した段階のデータを渡すことにしていま

す。

○山田会長

受託者が分析しますが、仙台市・仙台市以外と

分けてではなくて仙台市の分も含めて受託者が全

て分析するのですか。

○事務局

仙台市分は仙台市で分析しまして、県では宮城

県全体を分析することになります。

○山田会長

調査対象が１２２０を超えた場合は抽出するの

でしょうが、抽出方法は受託者に任せるのでしょ

うか。

○事務局

県で対象名簿を作成し、１２２０を抽出して名

簿を渡す予定です。

○今井委員

平成１５年度の回収率が４５．６％、電話督促

前が３５．８％ですが、低いのではないかと思い

ます。回収率が６割前後が普通と思うのですが、

どのように認識されていますか。

○事務局

比較的高いと考えています。他の都道府県で実

施している調査では、４０％にも満たない場合が

あります。調査項目の多さからいっても、４５．

６％はある程度回収できていると思います。

○山田会長

今の御指摘は、なるべく回収率を上げるように

との御意見と思いますので、可能な限り努力する

ことでよろしいですか。

○西出委員

調査の締め切りが１２月１０日ですが年末の時

期なので、解答いただけないのではないかという

点と団体も調査に疲れているので、団体の概要も

重なる部分もあると思いますので、何らかの形で

簡略化するとか、調査の内容も充実していること

も重要ですが、必要なところを抽出することも１

つの方法と思います。

○森室長

調査時期は前回も同じです。他の都道府県と比

べて高い回収率になっていますので、１２月後半

では年末で忙しいというのも出てきますが、１２

月前半であればいけるのではないかと思います。

なお、御意見を踏まえて別の可能性も含めて検討

してみます。内容についてですが、団体の概要も

ですが質問項目も含めまして、質問数を減らすこ

とで検討しました。今の時点ではこれくらいは調

査したいと案を作成しています。今から御意見を
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いただく中で、減らせる部分は負担を減らす方向

で検討進めていきたいと考えています。

○山田会長

概要については、今までとの関係やデーターベ

ース化のこともあるので、この案で進めたいとい

うことですので、御了承いただきたいと思います。

時期と回収率については、お願いできればと思い

ます。他にありませんか。後で出てきた場合も時

間の範囲でお話いただきたいと思いますが、概要

まではよろしいですか。

○加藤副会長

調査方法ですが、無作為抽出をして電話で追跡

するなど、件数を減らした中で出来るだけパーセ

ンテージを上げることが、科学的に宮城県内のＮ

ＰＯ全体を素描すると思います。今回の調査は、

このタイプの調査ではないのですが、違う設計を

考えて、数は300だけども追跡調査をして実態を

把握したり、特に法人は回答率がこういった数字

ではなくて、事業報告書が出ている状況から追跡

調査をしてはどうかと思います。今回のように、

任意団体も含めて全体で回答をくださる方で何百

かあれば良いとする調査とするか、それとも法人

には全数調査とするかの方針を変えられないと思

いますが。考え方としては抽出型で実態や全貌が

わかる路線をとるのが統計学的には良いと思いま

す。

調査票では、活動地域の市区町村名まで記入さ

せることについてですが、宮城県全域の場合は市

町村名はいらないとか、問２の項目との兼ね合い

で、市区町村まで記入させるのはわかりにくいと

思います。東北・日本・宮城県と書く場合に、市

町村を記入するとなると混乱させることにならな

いか。また、年間予算ですが、予算を立てていな

い団体が多くあるので、直近の収入総額と聞いた

方が実態がわかる気がします。

○山田会長

調査の方法が目的との関係で、今後精度の高い

調査が必要ではないかという御指摘と思いますの

で、その点も今後御検討いただければというのが

１点。年間予算の関係と、活動地域の関係ではい

ろんな範囲で活動している団体の中で、市町村名

を求めるのはいかがかということですが。これに

ついてはいかがですか。

○森室長

収入総額がわかりやすいという御意見について

は、その方向も含めてどちらがわかりやすいかを

考えていきます。市区町村名までについては、わ

かりにくい点もありますので、書き方を考えてい

きます。

○山田会長

年間予算については御検討いただくことで、活

動地域の市区町村名の表現に関しては、混乱しな

い工夫をしていただくことと、問２との関連も含

めて御検討をお願いします。

２ 活動内容

○事務局

問１の活動内容の種類につきましては、前回は

いくつでも記入していただきましたが、今回は主

なものを１つとそれ以外の活動についていくつで

も答えていただくこととしました。

問２の活動地域につきましては、質問の「地域

（地理的範囲）」を修正し、回答欄は、１を「単

一の市区町村内」に、２を「近隣の複数市区町村

内」、５を「東北６県全域」、６「日本国内」に変

更しています。

問３の活動頻度ですが、６を「年７回～１１回」

に変更しています。前回は回答９として、「休眠」

がありましたが、休止・停止している団体は「団

体の概要」で調査が終了となりますので削除して

います。

問４の情報の収集・発信ですが、回答部分で前

回は「インターネット」の一つの括りでしたので、

今回は細分化し「ホームページ」・「ブログ」・「メ

ールマガジン」としています。
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○山田会長

２項目について、御意見・御質問をいただきた

いと思います。先ほどの、活動地域との関係で問

２の工夫が必要かもしれませんね。それも含めて

何かありませんか。

○今井委員

問４ですが、選択を２つまでとしていますが、

限定する理由はありますか。

○事務局

前回調査を踏襲しています。前回との対比を考

えて、同じ個数としております。

○今井委員

限定しない方が良いのではないかと思います。

再考していただければと思います。

○大久保委員

インターネットを３つに分けている時点で、３

つに丸が付く団体が出てくるので、２つに限定す

ることは合わなくなってくると思います。どれだ

け媒体を使っているかは団体で様々なので、広く

使っているのか、使う媒体が限定されているのか

を新たに比較できるので、回答数は拡大した方が

よいと思います。

○山田会長

時代の変化とともに、違った要素も出てきます

ので、前回との比較に固執すると大切な部分を落

としてしまうこともあると思います。実施されて

いるのを全て選択してもらうとの御意見でした

が、この方向でいかがでしょうか。

○加藤副会長

主要なというのは微妙なところかなと。全て記

入されると調査の意味がなくなってしまうので

は。少しでも使った媒体を記入させる外に、主要

な媒体について聞く方法もあると思いますが。も

はや前回との比較に意味はないような気がしま

す。

○山田会長

１度でも使った場合に○を付けてしまうのでも

実態がと言う御意見ですが。

○森室長

大変貴重な御意見をいただきました。加藤副会

長からの主要な手段を調べるのと大久保委員から

の数で調べるという御意見をいただきました。両

立するのは難しいと思いまして、どちらが良いの

かこれから検討しなければならないと思います。

何か御意見をいただけると、今後の検討の参考に

なるのですが。

○今井委員

２つに限定することを外してもらえればと思い

ます。

○山田会長

選択の数を多くするか、該当するものを全て選

択してもらったほかに、重要なものを選択しても

らうなどの２段階にするのか、煩雑になるのかも

しれませんが、今の御意見を踏まえて検討してい

ただくことでよろしいですか。

○加藤副会長

項目は変えないほうがいいのですが、書籍・出

版物・専門家から収集する場合があると思われま

す。収集と発信を１つにしているとわかりづらく

て、書きにくいのでは。問４の中に収集と発信を

分けて記入してもらってはどうかと考えます。

○森室長

それも考えたのですが、選択肢の中身が同じ内

容を並べることになると思いましたので、スペー

スのことだけを考えて、このようにしてしまいま

したが、回答する側のことを考えるとそのような

気がします。
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○大久保委員

収集はもっぱらネットを利用したとしても、発

信はペーパーを使うことも多いので、答える側と

しては答えやすいと思います。

○加藤副会長

下の回答欄がわかりづらいのではないかと。情

報の収集と発信がわかるように書いていただきた

い。別々に回答する形とか。

○山田会長

アンケートをするときは、実験をというのがよ

くあるので、誰か実験をして書きにくい部分は改

善するとか、書いてくださる方が迷わないように

ということで、表現も含めて問４は検討いただく

ことでよろしいですか。

３ 組織運営

○事務局

問５の事務所ですが、回答で「５中間支援施設

内（ＮＰＯ活動を支援するための施設）」と「６

市役所・町村役場等の行政機関内」を追加してい

ます。各圏域に中間支援施設ができていることへ

の対応と、行政が抱きかかえているＮＰＯがある

かどうかを確認するものです。

問６の常勤スタッフですが、前回は質問の部分

で「事務局等日常的な活動の担い手」としており、

※印の部分との常勤スタッフの定義が若干異なっ

ていましたので、統一しました。併せて、※印の

常勤スタッフの定義を「経常的に業務に携わる人

で週３０時間以上」、非常勤スタッフの定義を「経

常的に業務に携わる人で週３０時間未満」に変更

しています。また、※印３「スタッフとして従事

する役員も含みます。」を追加しています。

問６－１の常勤スタッフのうちの有給者に係る

給与額ですが、質問を若干修正しています。

問７ですが、非常勤スタッフの人数等について

調査します。

問７－１については、問６-１と同様に非常勤

スタッフの給与額について調査します。

○山田会長

御意見、御質問をいただきたいと思います。

○西出委員

有償ボランティア・ボランティアについての項

目は特に設けないのでしょうか。有給者以外の非

常勤スタッフはボランティアということで考えて

いるのでしょうか。

○事務局

たまに参加していただく方ではなくて、経常的

に来ていただける方ということでスタッフとして

認識をしていただければ、ボランティアも含めて

いただければと考えています。

○山田会長

注釈なり、それが含まれることがわかるように

していただくことでお願いします。

○西出委員

有償ボランティアはお給料をもらっている感覚

ではなくて、ボランティアではあるが、一定の謝

金をもらっているとの感覚になると思いますが、

この場合は有給者にはいるのかどうかとか、団体

がどう捉えているかは、かなり違うと思いますの

で、何か説明を加えられたら良いと思います。

○加藤副会長

こちら側が規定してあげないと、団体によって

定義が違うということになるので、最低賃金を割

っているケースをこれとは別項目で有償ボランテ

ィアを作って、非常勤は最低賃金を超えているも

のをみなしてくださいとするなどの区別を明示し

てあげないと、非常勤に含めるのかどうか悩まれ

ると思う。最低賃金を超えていることを基準とす

るなどして、月２回であっても働いていただいて

いるケースは非常勤スタッフとみなしてください

とするか、定義上のことをしっかりしないと、西

出委員の発言のとおり回答として拾えきれないと

思います。
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○山田会長

問７への意見ということで良いですか。お二人

が指摘されたように、回答者が迷わないような注

釈などをして、回答していただくことでよろしい

ですか。

○大久保委員

１時間あたり２００円とかが多いので、最低賃

金に満たない話になります。トータルの金額も必

要ですが、１時間あたりの金額も見えてくると良

いと思います。人によって、月数万円になること

もありますが、組織の中での非常勤、有償ボラン

ティアの時給のほうが、より実態に迫れるのでは

ないかと思います。月という捉え方のほかに、時

給の数字も実態として把握してもらえれば、有償

ボランティアの数と実態が見えるのではないかと

思います。有償ボランティアはとても重要な位置

づけでして、有給スタッフとボランティアだけで

はない構造で動いている団体が非常に多いので、

そこの把握も必要と思います。

○森室長

有償ボランティア、最低賃金で見るかどうかの

視点は考えていなくて、あくまでも経常的に携わ

っているかどうか、経常的に携わっているのであ

れば、週３０時間以上か未満かというので、時間

で把握しようと思っていました。有償ボランティ

アについては視点として入れられたら良いのです

が、最低賃金を割っているかどうかで区別しよう

とすると、経常的にスタッフとして携わっている

場合であっても時給２００円という場合には、最

低賃金を割っているからボランティアとして位置

づけられたりすると、捉えようと考えていたのと

方向が違ってくるので、時間又は賃金のどちらで

捉えるべきか。時給と月給の両方調査できれば良

いのですが、回答時間の問題もありますので、ど

ちらかを選択することも出てきます。今の路線で

は、食べていける、生活していけるだけの収入を

確保しているかという視点で、月給を見るという

考え方をしていましたので、それとの兼ね合いで

どちらを調査するべきなのかをもう一度考えたい

と思います。

○山田会長

ＮＰＯの経営の問題は非常に重要かと思います

ので、検討していただいて、場合によっては皆さ

んに御意見を伺ってということもあるかと思いま

すので、まずは、御検討いただくことでよろしい

ですか。

４ 財政状況

○事務局

問８の収入源ですが、前回調査では平成１４年

度の収入について調査していますが、年度の捉え

方が団体によって異なることから、直近の事業年

度に変更しています。また、収入源の割合を新た

に調査します。

問９の事業収入の内訳ですが、回答欄に「１３

講演出演、講師派遣の謝礼金」については、前回

のその他として回答いただいた中で１位の項目で

あったのと、「１０行政等に対する政策提言に関

するもの」より回答数が多かったことから、新た

に項目として追加しています。

問１０の財政規模ですが、問８と同様に直近の

事業年度に質問を変更しています。

問１１の支出の内訳ですが、項目のほかに新た

に割合を追加しています。

○山田会長

４の項目について御意見をお願いします。

○西出委員

問８の選択肢で「３行政からの業務委託費」が

ありますが、指定管理を受けている団体を想定し

て、指定管理を追加されたらと思いますがいかが

ですか。

○森室長

「３行政からの業務委託費」に含むことで考え

ていましたが、それよりは広がってきているので、
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分けた方がよいとの御意見ですね。

○西出委員

３番に加えるか、別の選択肢でも良いのですが。

金額・割合も大きくなるので、わかると良いと思

います。

○山田委員

一緒にしないほうが良いのではとの意見です

ね。

○森室長

わかりました。御意見を踏まえて検討させてい

ただきます。

○山田会長

できれば、別途項目を追加するのがいいのです

かね。

○大久保委員

私の団体は事業収入の項目の中に、行政も含め

た収入にしているので、割合を出して記入するこ

とになります。

○加藤副会長

自主事業収入になりますよね２番は。民間から

の委託業務と分けてはどうかなと。

○山田会長

事業収入の書き方も工夫が必要。事業収入、行

政からの業務委託費、指定管理者を整理していた

だくことでお願いします。整理がついた段階で一

度皆さまにも見ていただく機会があると思いま

す。

５ 支援・促進

○事務局

問１２の活動の問題点ですが、「３次期リーダ

ーがいない、育っていない」を追加しています。

問１３の行政からの支援ですが、「７会計・税

務、広報等の組織運営に係る人材育成」を追加し、

１２を「行政との協働機会の確保」に変更してい

ます。また、協働の定義を加えています。

問１４の財政的な支援ですが、回答欄４をわか

りやすい表現に改めています。前回は問１５とし

て「資金支援ファンド」の項目がありました。Ｎ

ＰＯ夢ファンドを想定した調査項目でしたが、既

に資金支援ファンドは制度化していますので、今

回は削除しています。

問１５の活動の場の提供ですが、回答項目につ

いて各圏域への中間支援施設の設置が進んでいま

すことから「３中間支援施設における事務室の賃

貸借」を追加し、４の文言を修正しています。

問１６ですが、県で各種施策を実施しているこ

とから、それらについて評価していただくことを

想定し追加しています。

問１６－１ですが、問１６で利用したことがあ

る場合に、どのような効果があったかを新たに調

査するものです。

資料としてお配りしています中に、欠席された

委員からの意見をまとめたものがございます。そ

の中で、問１５については、活動拠点としての条

件も聞いてはどうか、問１４と問１５は回答が一

つだけなのはなぜか、問１６・１６－１ではそれ

ぞれの施策毎に効果があったのかを調査してはど

うかとの御意見をいただいております。

○山田会長

欠席された委員の意見も御報告いただきまし

た。御質問、御意見をいただきたいと思います。

○今井委員

問１２の活動・事業の担い手の不足は、単なる

人手不足と考えてよろしいですか。次期リーダー

がいないとは性格が違いますよね。

○森室長

はい。
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○小澤委員

問１４ですが、財政的な支援となれば問８との

兼ね合いで、行政からの業務委託、指定管理とい

った項目も調査した方が良いと思います。補助金

・助成金の交付だけということで自分達の事業の

ところと、主体的に関わる部分もあるので、そこ

を項目としてお聞きになるのが良いと思います。

○森室長

業務委託も財政的な支援の選択肢に追加すると

の御意見ですが、問１３で行政からの支援につい

て広く聞いていて、財政的な支援の細分化という

位置づけで、問１４を置いていますので、純粋に

財政的という意味で選択肢を１から５に限らせて

いただきました。他も入れた方が良いということ

でしょうか。

○小澤委員

例えば、事業を行う立場からすると、収入源を

どのように確保するかが一番で、費用を押さえて

いくかということで、税の優遇措置があると思う

のですが、収入への支援としては、補助金と助成

金の交付に限られます。そうではなくて、財政的

な支援を求めようとしたときに、業務委託や指定

管理を拡大して欲しいというのも、財政的な支援

になると思うのですが。

○森室長

問１４の選択肢を問１３に含めたほうがいろい

ろな支援という意味で、わかりやすいということ

でしょうか。

○加藤副会長

支援という言葉自体に引っかかって、問１３の

１２で行政との協働の機会の確保で、「参入機会

の拡大」と表現をして、指定管理あるいは委託も

含めて、単なる支援ではなくて参入機会の拡大に

なる。そういう意味からすると、問１３の質問は

「行政からどのような支援や環境整備が必要であ

るか」とするなど、行政側の体制整備とか環境整

備の項目が全くないので、わかりにくくなってい

く感じがします。ちょっと整理が付くと良いと思

います。

○山田会長

確かに小澤委員が言われるように、行政からの

委託は財政的に非常に重要ですが、それを支援と

捉えるかどうかとの考え方からすると、加藤副会

長が言われたように問１３のところで、支援と環

境整備という項目にして広げたらどうかという御

提案ですね。問１４の財政的な支援は残すという

ことですね。小澤委員が言われた内容については、

問１３できちんと聞いていくということでいかが

でしょうか。

○森室長

問１３の「１２行政との協働の機会の確保」の

ところで、協働は支援ではないことはわかってい

るのですが、機会の確保は支援の１つと思ってい

ます。確かに支援というよりは環境整備の言葉の

使い方が適切であるとの御意見もわかりますの

で、御意見を踏まえて検討させていただきたいと

思います。

○山田会長

問１３で工夫をしていただいて、お二方から出

た御意見を反映できるようなことでお願いしま

す。

○今井委員

問１２ですが、「４活動場所（拠点）がない」

の解釈としては、フィールドでしょうか、それと

も建物でしょうか。

○森室長

事務所を念頭に置いて作成しています。

○今井委員

フィールドと事務所と捉えましたが。
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○森室長

フィールドまでは考えていませんでした。

○今井委員

明確にされた方がよいと思います。場所と言っ

てもいろいろありますから。

○森室長

分けて聞いた方がよいと言うことでしょうか。

○今井委員

はい、そうです。もう一点。同じく問１２の「５

情報発信機能の不足」ですが、これはどういうこ

とでしょうか。機能とは具体的にどういうことで

しょうか。

○森室長

ＰＲをしないことによって人手が集まらないと

か、活動が広がらないとかの問題が生じていて、

問題の元がＰＲしていないということです。

○今井委員

ＰＲ不足と言うことであれば、難しい表現はし

ないで、ＰＲ不足がわかりやすいと思います。

○森室長

言葉の使い方を考えます。

○山田会長

問１２は「活動場所」の表現と「情報発信機能

の不足」がわかりにくい点について、御検討いた

だきます。

６ 中間支援組織・中間支援施設

○事務局

前回は中間支援組織について調査しています

が、調査項目の中で事務室の借用等施設の面も調

査していますことから、中間支援施設を加えてい

ます。

問１７の利用の有無ですが、中間支援施設を加

えたことから質問を変更しています。

問１８の利用形態ですが、大幅に回答内容を変

更しています。皆さまに事前にお送りした資料に

「平成２０年度ＮＰＯ活動実態・意向調査 問１

８・問２６対比表」があります。問２６はみやぎ

ＮＰＯプラザの利用形態を調査しているのです

が、同じ中間支援施設であるものの、前回は利用

形態の回答内容が異なっていたことから、今回は

同じ回答項目に変更し、問１８は地域の支援施設

も含めて調査し、問２６はみやぎＮＰＯプラザに

限定して調査することとしました。

問１９の利用しない理由ですが、欠席された委

員から質問の表現では責められている感じがする

との御意見がありました。

○山田会長

６について何かありましたらお願いします。

○加藤副会長

問１８の部分で前回との比較について説明があ

りましたが、今回の設問がわかりやすければ良い

と思います。

○山田会長

問１８で大幅に変更されたとの説明がわかりに

くかったようですが、これで完結していれば良い

と思います。

○加藤副会長

中間支援施設の表現はやめていただきたいと思

います。ＮＰＯ支援施設とした方がわかりやすい

と思います。

大きい項目の６と８のみやぎＮＰＯプラザをつ

ないで、かつ後ろでみやぎＮＰＯプラザのことを

聞いていますが、問６はみやぎＮＰＯプラザを含

めて回答してもらうとか、何か工夫が必要だと思

います。

○山田会長

中間支援施設の表記は違うのではないかという
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ことだとしますと、ここの名称を変えますか、そ

れとも設問は別にした方が良いとの御意見です

か。

○加藤副会長

中間支援施設はないが、中間支援組織から支援

を受けているＮＰＯもあるのでセットで良いと思

います。中間支援施設とはとなるので、ＮＰＯ支

援施設としたほうがスッキリすると思います。前

の設問にもありますが。

○山田会長

中間支援施設の表現を考え直して欲しいことが

１つと、中間支援組織とＮＰＯ支援施設について

一緒に聞くのがよろしいと言うことで良いです

ね。並べ方として、「８みやぎＮＰＯプラザ」と

の関連を工夫されたいと言うことですね。

７ パートナーシップ

○事務局

問２０の行政施策との関係ですが、大きな変更

はありません。前回は回答の「８行政との関わり

には無関心である」の場合に問２１で詳細な理由

を調査していますが、前回の問２１の回答「７独

自に活動をしており協働を検討する必要がない」

にほとんどの団体が回答しているという傾向が出

ていますので、スペースの問題もあることから、

詳細な調査項目を削除しています。

問２１の協働の形態ですが、望む協働形態に加

えて、新たに協働を行ったことがある事業形態を

調査します。回答項目では「３活動機会の提供」

に変更、「事務代行」を削除、市町村へのＮＰＯ

との協働調査で示しています内容に合わせ「８事

業協力」、「９補助助成」、「１０公の施設の指定

管理」を追加しています。

問２２のパートナーシップ形成のために行政が

取り組むべき事項については、前回との変更点は

ありません。

（２）の多様な主体とのパートナーシップにつ

いては、今回新たに追加しています。行政以外の

主体との連携の状況を問２３で、問２４でその対

象を調査します。

○山田会長

それでは御意見・御質問をいただきたいと思い

ます。

○大久保委員

問２３の連携の前提は、事業を連携しているこ

とになるのでしょうか。もっと広い活動の中での

意味になるのでしょうか。

○加藤副会長

広い意味と言うことですよね。

○西出委員

パートナーシップ、協働、連携と言う言葉があ

りますので、それぞれ説明をされたら良いのかな

と思います。

○森室長

こちらで書いておきながら、説明が難しいと思

っているのですが、パートナーシップとは、精神

ですから協働までは行っていないが、いつでも一

緒にやれる状況のことで、協働は実際に後援、政

策提言をいただいている、情報交換しているなど、

実際に行動に移している状況のことと認識してい

ます。

○山田会長

説明を入れていただくとわかりやすいですね。

○森室長

簡単な説明を入れたいと思います。

○加藤副会長

問２１が基本的に行政側が情報提供したり、協

力する形で作られていますが、協働はＮＰＯ側が

行政に何かしてくれと言っているだけではなく

て、政策の実現のためにＮＰＯ側から提案、提供、



- 13 -

協議したりしているケースもあります。何かこう

いった質問に答え続けていると、ＮＰＯは行政に

助けてくださいという立場なんだと刷り込ませて

しまうのではないかと、疑問を持ってしまいます。

○山田会長

最近は市民活動への行政の参加もありますね。

どういたしましょうか。頭の中において全体を見

直すところで、１つ重要なことかもしれませんね。

８ みやぎＮＰＯプラザ

○事務局

問２５については、利用の有無を確認し、問２

６は問１８で御説明しましたとおり、問１８と統

一したのですが、先ほども御意見がありましたよ

うに、検討を要する部分であります。

問２７は新たに追加した項目です。利用した効

果について調査します。

問２８は利用しない理由を調査します。質問の

表現が厳しいとの御意見を欠席された委員の方か

らいただいています。

問２９のみやぎＮＰＯプラザの機能ですが、利

用の有無に関わらず新たに調査する項目です。

それから、みやぎＮＰＯプラザのＰＲとして、

施設の概要等を記載しています。

○山田会長

欠席委員からの御意見の説明もありましたが、

御質問、御意見をいただきたいと思います。よろ

しいですか。「９法人格についておたずねします。」

と「１０自由意見」は一緒に説明をお願いします。

９法人格

○事務局

新たな調査項目になります。問３０では法人格

を取得して良かったか、悪かったかについて調査

します。欠席の委員の方からは「どちらともいえ

ない」を追加してはどうかとの御意見をいただい

ています。

問３１では、良かった場合は良かった点、悪か

った場合は悪かった点について調査します。委員

からの意見で「どちらともいえない」を追加する

となると、回答によらず良かった点・悪かった点

を記入していただくのが良いかもしれませんの

で、検討したいと思います。特定非営利活動促進

法が施行されて１０年を経過しますので、法人か

ら率直な御意見を伺いたいと考えています。

問３２では、任意団体の方に法人格の取得をど

のように考えているか調査します。

１０ 自由意見

○事務局

思っていること、県への要望などを自由に記入

していただきます。前回の調査票では、「宮城県

民間非営利活動促進基本計画に関する現状と今後

の方向性について」で基本計画の概略をお示しし

て、「現状の満足度」と「今後の方向性」を調査

していますが、回答としては、「現状の満足度」

全体で「満足」が１０％台、「やや満足」が２０

％台、「不満」が３０％台、「わからない」が過半

数を占める傾向が出ていること、「わからない」

が過半数を占める調査項目を回答者の負担を強い

てまで行う必要性が低いことを考慮して、今回は

削除しています。

自由意見において、宮城県沖地震の発生率が高

いことに絡め、災害時に団体としてどんな救援活

動が可能かを調査していますが、個別の事例であ

ることを考慮して削除しています。

○山田会長

問３０は「どちらでもない」というのを追加す

ると、問３１はどのようになりますか。

○事務局

問３０の回答に関わらず、問３１は良かった点

と悪かった点を記入していただくことで考えたい

と思います。

○山田会長

質問の表現を変えると言うことですか。
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○事務局

そのとおりです。

○加藤副会長

法人格を取得したから会計処理できるようにな

ったりはしないですよね。連動性が違いますよね。

法人格にして良かった悪かったに近い聞き方をし

て、この内容で回答してもらうと、同じ結果を把

握することになると思います。法人格を取得した

前と後で団体側での取組の変化によって何かが起

きるわけですから、法人格の効果ではないと思い

ます。そのことを世の中にも誤解させるので、法

人格の取得前後でどのような変化がありました

か、その変化でプラス・マイナスの変化について

の聞き方にして、回答項目はそんなに問題ないと

思います。枠組みの聞き方が、法人格を取得した

から適正な会計処理が出来るようになるのは違う

と思うんです。それは会計能力が上がったからで

すよね。法人格を取得したからしっかり会計処理

をしなければならないというのもあるかもしれま

せんが、法人格の取得前後の比較という、団体が

どのように成長したかを聞いていただくほうがス

ッキリすると思います。

○森室長

この選択肢では、前、後にしなければならない

との御意見はごもっともだと思いますので、選択

肢を狭めて聞くかどうかも検討しなければと思い

ます。前後で聞くか、良かった点、悪かったか点

にこだわるのかも含めて検討させていただきたい

と思います。

○山田会長

法人格に対する誤解がないようにということ

と、ＮＰＯにとってどのように変化があったかを

確認してはとの意見を踏まえて、御検討いただく

ことでよろしいですか。

○大久保委員

今回の調査項目に入っていませんが、ＮＰＯ支

援の中で情報提供に力を入れてきたと思います。

みやぎＮＰＯ情報ネットでの情報発信についての

項目が１つもないのですが、７年運営してきて、

利用されている方たちが良い点悪い点、或いは必

要とすべき情報をネットにも反映できればいいな

と思いますので、みやぎＮＰＯ情報ネットの活用

についての、設問を取り入れていただきたいと思

います。

○森室長

現段階では「８みやぎＮＰＯプラザについてお

たずねします」の中で、情報発信機能を利用した

とか、情報を得たとかで聞けるかなと考えていま

した。それとは別に情報ネットについて個別に聞

いた方がいいということですか。

○大久保委員

ＮＰＯプラザのホームページではなくて、ウェ

ブ上のコミュニティーですので、その活用を最大

限活かしていくのがＮＰＯプラザの１つの柱のは

ずです。そのＮＰＯ情報ネットの内容をうまく活

用していくためには足りない部分がどこなのか、

それを含めて充実させていくとで遠隔地のＮＰＯ

への支援の強化になると思います。みやぎＮＰＯ

プラザとは分けて調査いただきたいと思います。

○山田会長

「８みやぎＮＰＯプラザについておたずねしま

す。」の中に設問を追加するという御要望ですが。

○森室長

みやぎＮＰＯ情報ネットの強化のために、問い

かけがあるべきとは思いますので、別に質問を立

てるか、現質問の中で細かく聞くかの問いかけか

は検討させていただきたいと思います。

○西出委員

ＮＰＯの活動実態を調査する中で、ボランティ

アと寄附についてどれくらいの参加があるのかを

聞くといいのかなという思いもあるのと同時に、
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これ以上質問数を増やさないほうがいいとの思い

もあります。

「３貴団体の組織運営の状況についておたずね

します。」の部分で、スタッフについては聞いて

いますが、宮城県の中でどれだけの市民がボラン

ティアに自発的にＮＰＯの活動に参加するような

機運があるのかというのも把握できたらと思いま

す。

○山田会長

ＮＰＯがボランティアであるとか企業の力をど

れだけ引き込めているかを通して、ボランティア

の状況などを聞くということですよね。それをど

の部分かでできないかと御提案ですが、いかがで

すか。

○森室長

ボランティアをしたいという意志がどれだけあ

るかの把握に当たっては、あくまでもＮＰＯに対

する調査ですので、限られた範囲での調査になっ

てしまうことがあるのと、現行でスタッフの不足

などの問いかけがありましたので、そこから読み

取れないかなと。寄附についても予算の中での収

入構成の調査もありましたので、そこで何とか読

み取れる状況にあるのですが、別に聞くとなると

難しくなるかもしれませんが、御意見をいただい

たことを踏まえて検討させていただきます。

○山田会長

ＮＰＯがどれだけボランティアを引き込んでい

るかが見えるような、今ある中ででも点検してい

ただいて、盛り込めればということでよろしいで

すね。

○西出委員

「１貴団体の概要についておたずねします。」

に会員数がありますので、その部分でボランティ

ア数を追加できるのであればと思いました。

○加藤副会長

問６の※印の非常勤スタッフの定義を常勤スタ

ッフと同じように記載していますが、週３０時間

未満で団体の活動に携わるボランティアや非常勤

（有給のスタッフを含む）と明示することで、問

７のところで有給者が一部で、残りがボランティ

アということになりますから、正確な把握はでき

るのではないかと思います。※印の書き方を工夫

するだけでよいのではないでしょうか。常勤スタ

ッフのところにもボランティアで無休の常勤の方

がいることがわかるように、※印を明示した方が

よいと思います。

○山田会長

御提案がありましたように、問６のところでボ

ランティアの協力状況が把握できるような形で、

※印を工夫していただくということですね。

ＮＰＯに対する調査票は終わらせていただい

て、市町村の調査票についてお願いします。

市町村調査票

○事務局

前回は調査していませんでしたので、新たに作

成した調査票になります。お手元にお配りしてい

ます、県内市町村のＮＰＯ活動支援施策等に関す

る実態調査に係る資料ですが、こちらが毎年調査

している内容になります。協働の内容等をメイン

に調査項目としています。

今回の調査票ですが、調査対象となるＮＰＯと

協働の定義については、毎年実施の調査票と同じ

になっています。

問１は職員のＮＰＯに対する理解度、問２は市

町村内で活動するＮＰＯの活動内容の把握状況、

問３は県の施策についての理解度を調査します。

問４は職員のＮＰＯへの理解を深めるために行っ

ていることがあるかどうか、問５は住民のＮＰＯ

への理解を深めるために行っていることがあるか

どうか、問６はＮＰＯとのパートナーシップ形成

のために自治体が取り組むべきことで重要なこと

をそれぞれ調査します。問７は協働する上でＮＰ
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Ｏに求めること、問８はＮＰＯ法人の設立認証事

務を市町村が担っている都道府県もありますの

で、県内市町村の意向を確認するとともに、問９

で権限移譲を考えていない理由を調査するもので

す。

問１０は市町村が実施しているＮＰＯ支援施策

への県からの支援希望を調査します。

○山田会長

御質問・御意見をいただきたいと思います。

○小澤委員

問１の回答ですが、なぜそうなのかの裏付けの

項目と、問２の把握についてもどのような形で把

握しているかの点が必要かなと思いました。問９

の権限移譲で、「権限移譲を受けてもＮＰＯにメ

リットがない」というのに対して、「権限移譲を

受けて市町村にメリットがない」というのがある

と思うのですが。

○山田会長

問１、問２共通してその理解度とか、把握の状

況がわかった方がよいのではとの御意見ですが。

○森室長

問１及び２につきましては、調査票を作る段階

で今の御意見が話題に出ましたが、どのように例

示したところで、回答課の主観に頼らざるを得な

くなるのではないかと。課としての認識とどのよ

うな行動をとるのかの現状把握がわかればいいと

いう程度で、我慢せざるを得ないことから、この

設問でやむを得ないかなと思います。深く聞こう

とすると、全ての市町村が、いろいろやっている

わけでもないので、あれこれ聞くのもと思います。

いただいた御意見で、「市町村がＮＰＯの行政に

対するニーズをどのように引き上げて反映させて

いるのか」を聞いた方がいいとの御意見もありま

したが、聞いても「何のことか？」という市町村

が多いのではないかという気もしまして、聞くと

してもニーズを把握しているかどうかの漠然とし

た聞き方にならざるを得ないというのもありまし

て、このような設問で出させていただきました。

問９の市町村のメリットについてですが、調査

票作成時に選択肢の２番目に入れておりました

が、それではあまりにもあからさま過ぎるととい

いますか、メリットがないから移譲を受けないと

いうのもどうかということと、市町村にとっての

メリットとは何かを考えて、行政側が認証事務を

行うにあたって発生するメリットとしてはＮＰＯ

法人とのパートナーシップを築けることだと考え

まして、具体的な市町村のメリットを出して選択

肢２の回答としました。

○大久保委員

問１及び２ですが、自由記載の部分があるとい

いのですが。市町村とお付き合いをしてきて、市

町村の認識と現実との乖離を感じていることもあ

りますので、書く書かないは自由としても、進ん

でいるを選択して、具体的な例が自由記載部分に

記載されることで、自信を持ってそれが言えるこ

との判断の材料になると思います。

○山田会長

問１及び２については自由記載でどうかという

ことと、ＮＰＯへの支援促進についてどんな施策

をされていますかとの質問があってもよいのかな

と。わからなければ自由記載があってもいいので

はないかと思います。

○森室長

本日お配りしました、県内市町村のＮＰＯ支援

施策等に関する実態調査は毎年実施している協働

調査の中で、条例制定の状況から始まって 助成

金制度等のあらかたの制度を調査していますの

で、敢えて設けるまでもないのではとのこともあ

りましたが、問１及び２の関連では新たに問を立

てなくとも、自由記載でわかりやすいというよう

な気もしますので、御意見を踏まえて、毎年実施

の調査も併せて検討させていただきます。
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○山田会長

調査項目が重なってもいけませんので、協働の

調査とドッキングできればいいのかもしれません

ね。ほかに御意見ありませんか。

○西出委員

問１の選択肢ですが、１から３までが進んでい

る。４番だけが進んでいないになっていますが、

このような調査ですと１が十分進んでいる、２や

や進んでいる、３あまり進んでいない、４進んで

いないと言う形になると思うのですが、敢えて３

つとも肯定した選択肢とされたのは理由があるの

でしょうか。

○森室長

検討させていただきます。

○山田会長

選択肢を工夫との御意見でした。

○西出委員

協働の調査票との関連ですが、協働の形態１か

ら８までの表現の方が良いと思いますので、ＮＰ

Ｏ実態・意向調査票の問２１に反映させていただ

けると良いのかなと。それから問２１に後援とあ

るのですが、この選択肢で「共催」がないので「後

援・共催」にしてはどうかと、情報提供の部分で

は、相互方向性があるのではとの先ほどの加藤副

会長の御指摘がありましたので、「情報交換・意

見交換」にするなど、協働の調査票の表現を反映

していただければと思います。

○森室長

バランスを含めて、意図的に細かくするべきと

ころがあるかどうか、表以上に細かくする点があ

るかどうかも含めて考えさせていただきます。

○西出委員

協働の調査票に入っていて、問２１に入ってい

ない、共催・実行委員会などの表現もありました

ので。

山田会長

全体をとおしていかがでしたでしょうか。事務

局で手を入れられて、私も御一緒に相談に乗りな

がら、まとめさせていただいて、その段階で皆様

に見ていただくことでいかがでしょうか。その上

で最終的な調査票にすることで、後は恐縮ですが、

メール上でさせていただくことでよろしいでしょ

うか。本日発言しそびれたことがありましたら、

近日中に電話かメールでいただいて反映していた

だければと思いますが、それでよろしいですか。

はい。

それでは、協議事項は以上でよろしいですか。

報告事項をお願いします。

報告事項

○事務局

平成２０年度みやぎＮＰＯ夢ファンドの助成団

体の決定でございますが、４月１２日と５月１０

日に助成団体を決定するための、公開コンペを開

催いたしまして、本年度の助成団体が決まりまし

た。事業の概要ですが、県内のＮＰＯ活動を促進

するため、その活動を資金面からサポートする「み

やぎＮＰＯ夢ファンド」をせんだい・みやぎＮＰ

Ｏセンターとの協働で設置し、平成１６年度から

ＮＰＯに助成してきたところです。このファンド

は３つのプログラムで助成しております。（１）

組織開発（人材育成を含む）支援プログラムにつ

きましては、昨年度までの人材育成支援プログラ

ムをリニューアルしたもので、組織作りや人材育

成などＮＰＯが組織上抱える課題を解決するため

に行う事業に対して助成するもので、５団体に決

定しています。（２）のステップアップ支援プロ

グラムにつきましては、県内のモデルケースに発

展するような特に公共性の高い事業を継続して行

う場合に、最大３か年助成するものです。昨年度

からの継続２団体と今年度新たに決定した１団体

に助成を決定しています。（３）スタートアップ

支援プログラムにつきましては、既に活動してい
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るＮＰＯによる新規事業の立ち上げや、これから

活動を始めるＮＰＯに助成するもので、３団体決

定いたしました。平成２０年度は１１団体に総額

４９３万円を助成することに決まりました。

つづきまして、市民への説明要請についてでご

ざいますが、資料３を御覧ください。事業報告書

等が未提出だったため、通知文により催促或いは

督促を行っていましたが、それでも提出されなか

ったことによりまして、市民への説明要請を行っ

た法人が１から２４までになります。前回の促進

委員会では２２まで御報告しておりましたが、提

出が遅れた理由の記載がありませんでしたので、

遅延理由を記載しております。今回２３・２４が

追加されていますが、宮城県外国人支援センター

につきましては、説明要請の直後に解散いたして

おります。みやぎの杜につきましては、過料が発

生する旨裁判所に通知しております。最終的に提

出されたかどうかにつきましては、提出期限及び

提出状況に○・×で表示しております。登記完了

届出書が未提出の法人については、前回の促進委

員会で報告させていただいているところです。

以上でございます。

○山田会長

御説明のありました件につきまして、御質問な

どありましたらいただきたいと思います。

○加藤副会長

説明要請をする前提条件を教えてください。

○森室長

説明要請するのは、提出期限よりも３か月遅れ

ている法人に対して行っています。その後１か月

経過しても提出されない場合に、過料通知を裁判

所に送付しています。

○大久保委員

市民への説明要請の施行前に提出していなかっ

た法人は、どのように対応したのですか。

○森室長

平成１９年度に係る事業報告書の提出期限が来

ていますので、そこで対応することになります。

○山田会長

御質問等がないようですので、これで終わらせ

ていただきます。長時間ありがとうございました。

○事務局

それでは、以上をもちまして平成２０年度第１

回宮城県民間非営利活動促進委員会を終了いたし

ます。ありがとうございました。


